
 

11 月 25 日（木）、衆議院本会議にて無年金障害者救済法案が可決となった。 

 いずみは無年金障害者ワーキングチームの座長として、民主党案を提出するなど、中心的に関わってきた。全ての

無年金者を救済すべく訴えてきたが、早期救済を望む当事者団体の声をふまえ、与党との修正協議を行い、この度、

本会議で全党一致での修正可決となった。 

 長年、運動を続けてきた無年金障害者の方々への救済に、一定の成果を挙げることができた。法案は今国会中に

成立の見通しとなっている。 
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犯罪被害者の権利や利益を保護するための犯罪被害者等基本法案が 11 月

18 日（木）、衆議院本会議にて全会一致で可決となった。 

 いずみは、先の通常国会本会議での代表質問において「犯罪被害者の支援を」

と訴え、また、人権・消費者問題調査会の事務局長として民主党内での実務を

任され、法案の修正協議などを行ってきた。法案は、いずみが支援対象として

求めていた、ストーカーや DV、児童虐待など、犯罪に準ずる行為の被害者を

盛り込んだ内容となった。 

 同法案の具体的対策として、犯罪被害者に対する精神的ケアのほか、給付金

支給の充実、加害者への捜査・公判段階の進ちょく状況を被害者へ情報提供する

制度の整備などを盛り込んでいる。 

※ 先月お知らせしましたいずみが出演する番組：サンテレビ「スペース２００４」の放送が１１月２８日（日）から 

１２月１９日(日)午前１１時に変更となりました。 

いずみは、4 日（木）に民主党案「被災者生活再建支援法改正案」を提出した。 

先の新潟中越地震や台風被害で被災された方も対象とし、支援金が“住宅本体

の再建”に支給される内容となっている。 

 しかし、政府側の法改正への動きは鈍く、今月１１日の衆議院災害特別委員会

で、「農地など（の復旧への公費投入）は良く、住宅本体への支給はなぜだめなの

か」と追及するいずみに対し、村田吉隆防災担当相は「個人財産の形成に税金を

使わないというのは政府の哲学」と、従来の立場を繰り返した。 
11 月 11 日（木）、災害対策特別委員会にていずみは質問に立ち、村田防災

担当大臣に「住宅本体への支援金の支給を可能とする法改正が必要だ」と

強く訴えた。 

テーマ：犯罪被害者の叫び（仮題） 
～基本法制定に際して～ 

出演者：犯罪被害者、支援者、弁護士など ( 国会議員はいずみのみ) 
 

今後 FAX 通信をご不要の方は、電話又は FAX にて事務所までご連絡ください。以後の発送は止めさせていただきます。 

３月１８日、本会議での代表演説で「犯罪被害者の支援を」と訴えるいずみ 


